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京 都 自 動 車
健康保険組合

2012年 No.155

●平成23年度決算のお知らせ
●医療費の節減に、ご協力をお願いします
●事業主の皆様へ

ホームページ　http://www17.ocn.ne.jp/̃carkenpo/new.html

秋号
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去
る
７
月
２４
日（
火
）京
都
自
動
車
会
館
に
て
第
１
２
５
回
組
合
会
が
開
催
さ

れ
、
平
成
２３
年
度
収
入
支
出
決
算
が
下
表
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
の
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。 

　
●
収
入
面
で
は
、平
均
標
準
報
酬
月
額

は
、対
前
年
度
よ
り
１
、２
２
６
円（
０・３

８
％
）増
加
の
３
２
１
、７
６
８
円
と
な
り
ま

し
た
。 

　
賞
与
に
つ
き
ま
し
て
は
、前
年
度
よ
り
１

億
８
、１
８
８
万
円（
３・４
９
％
）の
減
少
と

な
り
ま
し
た
。 

　
し
た
が
っ
て
、保
険
料
の
収
入
総
額
は
２
４

億
０
、７
７
５
万
円
で
前
年
度
よ
り
２
０
、８

３
５
万
円（
９・４
７
％
増
）の
増
加
と
な
り

ま
し
た
。 

　
国
か
ら
の
交
付
金・補
助
金
等
を
含
む
収

入
総
額
で
は
２
７
億
１
、６
５
４
万
円（
前
年

度
比
１・１
３
％
減
）と
な
り
ま
し
た
。 

　 　
●
支
出
面
は
、「
保
険
給
付
費（
医
療
費

含
）」は
、対
前
年
度
よ
り
３
１
８
万
円（
０・

２
５
％
）の
減
少
と
な
り
、１
２
億
７
、０
０
１

万
円
と
な
り
ま
し
た
。 

　「
支
援
金
等
」は
対
前
年
度
よ
り
８
、７
２

４
万
円（
５・４
０
％
）の
減
少
と
な
り
、支
援

金
等
の
総
額
で
は
１
１
億
２
、９
５
１
万
円

と
な
り
ま
し
た
。 

よ
っ
て
、支
出
総
額
は
２
５
億
７
、７
１
０
万

円（
前
年
度
比
３・９
１
％
）の
減
少
と
な
り

ま
し
た
。 

　
以
上
の
事
項
等
よ
り
平
成
２３
年
度
の
決

算
状
況
に
つ
い
て
は
、単
年
度
保
険
料
収
入

で
は
賄
え
な
い
た
め
、５
、３
０
０
万
円
を
別

途
積
立
金
か
ら
取
り
崩
し
、国
か
ら
の
支
援

金
等
負
担
助
成
金
１
億
１
、９
０
２
万
円
と

併
せ
て
対
応
し
、１
億
３
、９
４
３
万
円
の
決

算
残
金
を
残
す
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

平
成
２３
年
度

収
入
支
出
決
算
に
つい
て

●適用状況（年間平均）

被保険者数

男　子

女　子

合　計

平成１９年度

５，０６２人

６８４人

５，７４６人

平成２０年度

４，９７７人

６８２人

５，６５９人

平成２１年度

４，９１０人

６７０人

５，５８０人

平成２２年度

４，８７８人

６６７人

５，５４５人

平成２３年度

４，７７８人

６６３人

５，４４１人

標準報酬月額

男　子

女　子

合　計

平成１９年度

３４１，８４４円

２３５，１６１円

３２９，１４６円

平成２０年度

３４１，０４６円

２３６，３４４円

３２８，４２１円

平成２１年度

３３２，３７２円

２３２，２４６円

３２０，３５７円

平成２２年度

３３２，４５２円

２３３，４０３円

３２０，５４２円

平成２３年度

３３３，９６１円

２３３，８５３円

３２１，７６８円
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平成２３年度 収入支出決算

健康保険分

科　　目

健康保険収入

調整保険料収入

繰越金

決算額

千円２，４０７，７５０

３０，３５７

６３，６５５

被保険者
一人当たり額

４４２，５２０

５，５７９

１１，６９９

退職積立金繰入

別途積立金繰入

国庫負担金収入

0

５３，０００

３，６３８

0

９，７４１

６６９

財政調整事業交付金 ３４，９１０ ６，４１６

雑収入

合　計

経常収入合計

２，６５６

２，７１６，５４２

２，４１４，５５５

４８８

４９９，２７３

４４３，７７１

１２０，５７６ ２２，１６１

経常収入合計額・・・・・２４億１，４５５万５千円
経常支出合計額・・・・・２５億４，６７８万３千円
差引高　 　　　▲　１億３，２２２万８千円

（被保険者一人当たり）
経常収入合計額・・・・・・・・・・・・４４３，７７１円 
経常支出合計額・・・・・・・・・・・・４６８，０７４円 
差引額　　　　 　　▲　２４，３０3円

介護保険分

収入合計額・・・・・・・・・・・・1億9，282万円
支出合計額・・・・・・・・・・・・1億8，601万5千円
差引高　　　　　　 　　680万5千円

（被保険者一人当たり）
収入合計額・・・・・・・・・・・・77，190円 
支出合計額・・・・・・・・・・・・74，466円 
差引額　　　 　　　2，724円

収

　
　入

科　　目

事務費

保険給付費

決算額

６１，７１５

１，２７１，６０３

被保険者
一人当たり額

１１，３４３

２３３，７０８

保健事業費 ７３，３８３ １３，４８７

財政調整事業拠出金 ３０，３１９ ５，５７２

連合会費 １，０８８ ２００

積立金 ７，０００ １，２８７

その他 １，９２４ ３５４

合　計 ２，５７７，１０９ ４７３，６４６

経常支出合計 ２，５４６，７８３ ４６８，０７４

経常収支差引額 ▲１３２，２２８ ▲２４，３０3

小　計 １，１２９，５１５ ２０７，５９３

支

　
　出

納付金

還付金

国庫補助金収入
（一部経常収入外）

５３２，６４５ ９７，８９５前期高齢者
納付金

４９８，９４５ ９１，７０１後期高齢者
支援金

９７，９００ １７，９９３退職者給付
拠出金

２５ ５老人保健
拠出金

５５５ １０２保険料
還付金

７ １調整保険料
還付金

繰
入
金

科　　目

介護保険収入

繰越金

繰入金

決算額

１９２，８２０

0

0

介護保険第2号被保険者たる
被保険者等一人当たり額

７７，１９０

0

0

雑収入

合　計

0

１９２，８２０

0

７７，１９０

収

　
　入

科　　目

介護納付金

介護保険料還付金

積立金

決算額

１８５，９３９

７６

0

介護保険第2号被保険者たる
被保険者等一人当たり額

７４，４３５

３０

0

合　計

収支差引額

１８６，０１５

６，８０５

７４，４６６

２，７２４

支

　
　出

決算の基礎数値（年間平均）
被保険者数／５,441人

平均標準報酬月額／３２1,768円

平均年齢／３９.35歳

被扶養者数／６,３47人 （扶養率　1.19）

健康保険料率／１,０００分の９４.0

（事業主／１,０００分の４９.0　被保険者／１,０００分の４５.0）

介護保険第２号被保険者数／3,530人

介護保険第２号被保険者たる被保険者数／2,363人

特定被保険者数／135人

平均標準報酬月額／373,697円

介護保険料率／１,０００分の14.00

（事業主／１,０００分の7.0　被保険者／１,０００分の7.0）

円

千円 円

千円 円

千円 円

※（経常外収入科目）調整保険料収入、繰越金、別途積立金繰入、
　　　　　　　　　　支援金等負担助成金等、財政調整事業交付金
　（経常外支出科目）調整保険料還付金、財政調整事業拠出金
　（一人当たりの金額は合わない場合があります）
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高齢者医療制度による納付金

財産状況について

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

前 期 高 齢 者
納 付 金

後 期 高 齢 者 
支 援 金

病 床 転 換 
支 援 金

退 職 者 給 付 
拠 出 金

老 人 保 健 
拠 出 金

合 計

３８９，９７３　　

３３１，９０５　　

７２１，８７８　　

４２４，３３１千円

４６６，５４３　　

３０３　　

１５８，８０２　　

７２，１４１　　

１，１２２，１２０　　

５４９，９３１千円

５１８，４６８　　

422　　

８５，８４１　　

29　　

１，１５４，６９１　　

６７５，４０３千円

４６８，５１１　　

0　　

７２，８２３　　

26　　

１，２１６，７６３　　

５３２，６４５千円

４９８，９４５　　

0　　

９７，９００　　

25　　

１，１２９，５１５　　

̶

̶

̶

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

前 年 度 末 残 高

本 年 度 増 減 額

当 年 度 末 残 高

準 備 金 保 有 率

６２４，５８８千円

0　　

６２４，５８８　　

１１1％ 

６２４，５８８千円

0　　

６２４，５８８　　

１２２％ 

６２４，５８８千円

294　　

６２４，882　　

１１７％ 

６２４，８８２千円

１，９００　　

６２６，７８２　　

１１2％ 

６２６，７８２千円

３３，０７３　　

６５９，８５５　　

１１４％ 

●一般勘定

準

　備

　金

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

前 年 度 末 残 高

本 年 度 増 減 額

当 年 度 末 残 高

準 備 金 保 有 率

１６，２３１千円

２２，７６９　　

３９，０００　　

２８７％ 

３９，０００千円

３１，４５８　　

７０，４５８　　

５７６％ 

７０，４５８千円

▲１１，５６３　　

５８，８９５　　

５１6％ 

５８，８９５千円

２１，２５９　　

８０，１５４　　

６70％ 

８０，１５４千円

１，８５９　　

８２，０１３　　

６０３％ 

●介護勘定

介  

護  

準  

備  

金

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

前 年 度 末 残 高

本 年 度 増 減 額

当 年 度 末 残 高

３４８，８１３千円

３３７，５２８　　

６８６，３４１　　

６８６，３４１千円

▲７０，００１　　

６１６，３４０　　

６１６，３４０千円

▲２１１，０８３　　

４０５，２５７　　

４０５，２５７千円

▲２３０，００２　　

１７５，２５５　　

１７５，２５５千円

▲５３，０００　　

１２２，２５５　　

別 
途 

積 

立 

金

千円



ＰＥＴ健診補助 随　時 ３５歳以上の方　契約機関にて実施…３名

インフルエンザ予防接種補助 10月～2月 被保険者及び被扶養者　年齢制限無し 
被保険者…１，０８５名　被扶養者…２，０８７名　計３，１７２名

健康保健誌

健康管理委員会

毎　月

随　時

職員専門誌…２４部

社会保険事務担当者対象

随　時 ジェネリック医薬品への切り替えを促す差額通知…６２３件

医療費通知 3　月 コスト意識の高揚 　全月分を年１回実施…４，６７１件
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事業項目 実施時期 実施内容

１，７２９，０６２円

平成23年度保健事業実施報告
●保健事業実施状況

受診券

特定健康診査

支払基金の決済代行

データ等作成費用

共同情報事務システム利用料

随　時

年　間

年　間

年　間

６　月

申込者に受診券発行…３７名

集合契約健診機関にて受診…３２名

支払基金への代行件数…３２件

医療機関へのＸＭＬデータ作成料…１，９４３件

健保連特定健診システム利用料

小　　　　　　　計

特定
健康診査 
事業費

事業項目 実施時期 実施内容

１，６４９，２９２円

京都自動車健保通信

新入社員向冊子

産婦向保健誌

事務説明会

4、10月

4　月

毎　月

６　月

年２回　ホームページに掲載

社会保険の知識…２２０部

出産された方に１年間冊子を配布  赤ちゃんとママ…１，８４１部

健康保険事務担当者を対象 
算定基礎届の事務取扱について…２９事業所、３６名 
社会保険の事務手続…８０部

郵送によるがん検診 1月～2月
３５歳以上の方　自己採取法による 
①大腸がん検診／被保険者…１５８名　被扶養者…１０７名　計２６５名 
②子宮がん検診／被保険者…２６名　被扶養者…８６名　計１１２名

人間ドック 随　時

システム構築費

共同保健指導宣伝費

5　月

年　間

パソコン等購入費

健保連の共同事業参画

小　　　　　　　計

事業項目 実施時期 実施内容

７１７，８８５円

利用券発行

動機付け支援

積極的支援

随　時

随　時

年　間

動機付け支援…５名　積極的支援…２２名　　　計２７名

動機付け支援者数…５名

積極的支援者数…２２名

小　　　　　　　計

特定
保健指導 
事業費

事業項目 実施時期 実施内容

６９，２８６，６２５円

生活習慣病予防健診

巡回家族健診

脳ＭＲＩドック

随　時

随　時

随　時

３５歳以上の本人（検診車による） 
①循環器検診…２，３９５名
②消化器検診…１，５１８名 バリウム…１，２１９名 ペプシノゲン…２９９名

３５歳以上の家族（工場保健会の検診車による地域巡回検診）…３２０名

３５歳以上の方　契約機関にて実施…４名

小　　　　　　　計

７３，３８２，８６４円保 健 事 業 総 計

疾病 
予防費

保健指導 
宣伝費

ジェネリック医薬品推進通知

３５歳以上の方 契約機関にて実施 
①一泊ドック／被保険者…６名　被扶養者…１名　計７名 
②外来ドック／被保険者…５４０名　被扶養者…７０名　計６１０名 
③外来＋脳ドック／被保険者…１１３名　被扶養者…１２名　計１２５名
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医療費の節減に、ご協力をお願いします医療費の節減に、ご協力をお願いします
健康保険組合からの
お願いです

こんな受診は 医療費のむだ使いです！こんな受診は 医療費のむだ使いです！こんな受診は 医療費のむだ使いです！
軽い病気ですぐに病院に行ってしまうと初診料など余分なお金がかかります。さらに
ベッド数が200床以上の大病院では、紹介状を持たずに受診すると特別料金が加算さ
れることも。

なんでも
大病院に
受診する 　まずは「かかりつけ医」を受診し、必要な場合は紹介状を書いてもらってか

ら病院へ行くようにしましょう！

急病でもないのに診察時間外や休日に受診するのはマナー違反、割増料金も支払わな
ければならず、更に救急医療などの診療の妨げにもなりかねません。緊急時以外の

時間外受診
　出来るだけ標榜時間内に受診するように心がけましょう！

患者の方から、治療上で必要のない注射や検査をお願いする「おねだり受診」は、医療
費が増えるばかりです。

おねだり受診
　医師の指示に従って治療を受けましょう！

同じ病気で複数の医療機関を転々と渡り歩くはしご受診は、行く
先々で同じ検査を受けることから医療費が余計にかかり、薬の重
複による副作用や検査漬けによる体への負担も心配です。はしご受診

　どうしても医療機関を替えたいときは、医師に相談し
て紹介状をもらってからにしましょう！

医療費を軽減するために“ジェネリック医薬品（後発医療品）”の
利用をすすめています！！
医療費を軽減するために“ジェネリック医薬品（後発医療品）”の
利用をすすめています！！

“ジェネリック医薬品・お願いカード”を使いましょう！！

●受診の際に窓口にこのカードを提示してジェネリック医薬品の処方希望を伝えましょう！
●ジェネリック医薬品のお薬の種類や処方などについては主治医・薬剤師にご相談ください。

先発医薬品には他の製薬メーカーが真似
ることの出来ない20年から25年の特許
期間があります。この特許期間が過ぎ同
じ成分・効能で、国に製造販売が認めら
れた医薬品を総称してジェネリック医薬
品といいます。

投薬を受けるときはいつも“お薬手帳”を提出しましょう！

ジェネリック医薬品
（＝後発医薬品）とは？

〈カードの表〉 〈カードの裏〉

しっかり名前を書き込みましょう！
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　健保組合の財政健全化と保険料を有効に活用するためには、受診する側も
マナーを守ることが大切です。このことが結果的に効果的な診療を受けるこ
とができ、医療費負担の軽減にもつながるのです。

整骨院・接骨院にかかる場合は、正しい受診をお願いします

　整骨院や接骨院を受診する際、窓口に「健康
保険適用」などと書かれている場合であって
も、健康保険が使える疾患は限られています。

業務上や通勤途中でケガをした場合は、労災保険の申請を行ってください

　業務上及び通勤途中におけるケガや病気又は
死亡した場合は、健康保険ではなく労災保険の
扱いとなります。
　救急を要するなどやむ
を得ず健康保険を使って
医療機関を受診した場合
は、速やかに健保組合又
は事業所の担当者に連絡
し、労災保険への変更手
続きを行ってください。

健康保険
が使える
疾患

かかるとき
のご注意

●骨折、脱臼　（注）応急手当以外は、医師の同意が必要です。
●打撲、ねんざ、挫傷（肉離れ）

●施術後に提示される「療養費支給申請書」に明記
　されている内容が正しいかどうかを確認し、必ず
　自分で署名または捺印してください。
●領収書を必ずもらい、金額に間違いがないか確認
　してください。

就業中／作業に伴う付随行為中／作業準備や後始
末中、待機中／事業所施設内における休憩中、など

労災保険の
主な給付
対象項目

●業務災害

（注）「急性または亜急性（急性に準ずる）の外傷性」による
　　 症状の施術に限られます。
※上記以外の、日常生活での肩こりや腰痛／筋肉痛／内科的要因に
　よる症状、などについては全額自己負担となります。

※他人にケガをさせた人は法律によって、その賠償責任を負うことになっ
　ています。健保組合は、本来加害者が負担しなければならない治療費
　を一時立て替える状態となり、治療に要した費用を加害者に請求する
　ことになります。示談する場合は、事前に健保組合にご相談ください。

交通事故などが原因で医療機関にかかった場合は、「第三者行為による傷病届」と必要書類を提出してください。

　交通事故や頭上からの落下物、暴力など、
加害者のいる第三者の行為でケガをして医療
機関を受診した場合は、「第三者行為による
傷病届」と必要
書類を健保組合
又は事業所の担
当者に提出して
ください。

手続方法

❶事故にあった時点ですぐに健保組合又は事業所の
　担当者へ連絡してください。

❷「第三者行為による傷病届」（健保組合に請求）に
　交通事故証明・事故発生状況報告書など必要書類
　を健保組合又は事業所の担当者に提出してくださ
　い。

家から職場までの通常の勤務経路（合理的な経路）。
通勤途中の子どもの保育園への送り迎えなども、
通勤経路と認められています。

●通勤災害



– 8 –

●基礎年金番号の記入をお願いします。

健康保険の資格取得届をご提出の際には次の点を必ずご確認願います。

日本に住所を有する20歳以上の方であれば、原則として基礎年金番号をお持ちですので、ご本人にご確認願います。

事業主の皆様へ事業主の皆様へ事業主の皆様へ

組合会議員の就退任のお知らせ組合会議員の就退任のお知らせ組合会議員の就退任のお知らせ

資格取得時のご本人確認の徹底をお願いします。

当健康保険組合の選定及び互選議員就退任がありましたのでお知らせします。

　今般、偽名の健康保険被保険者資格取得届（以下「資格取得届」といいます。）に
よる健康保険被保険者証の詐取事案が判明した旨、厚生労働省保険局保険課長から連
絡がありました。
　事業主の方は、新たに被保険者となる方を採用した場合には、その方の氏名、生年
月日、性別等を、運転免許証や住民票等により確認のうえ、資格取得届に記入して届
け出していただきますよう、お願いします。

　健康保険の保険料や給付金はみなさまの給料によって、一人一人に決められた標準報
酬月額（等級表に当てはめた仮の報酬月額のこと）をもとに計算します。しかし、みな
さまが受ける給料は毎月異なり、昨年と比べると大きな差が生じることがあります。
　そこで健康保険、厚生年金保険ではみなさまの実際の給料と標準報酬月額とに大きな
差が出ないように毎年１回、４月・５月・６月に支給された３ヶ月の給料の平均額を等
級表にあてはめて標準報酬月額を決めなおします。これを定時決定といっています。
　この定時決定により新しく決定された標準報酬月額は、原則としてその年の９月１日
から翌年の８月31日までの保険料や給付金の計算の基礎となります。
　この新しく決定された標準報酬月額により９月分の保険料から変わった人があります。

〈参考〉

９月から保険料の変わる人があります

　本年度につきましても、インフルエンザ予防接種を受けられた被保険者および被扶養
者に対して、補助金の支給の実施を予定しています。
　実施方法等の詳細につきましては、事業所の健康保険事務担当者を通じてご連絡いた
します。
　なお、補助対象期間は、10月初旬より12月末日接種分を補助する予定です。

インフルエンザ予防接種の補助について

互選議員　山貫　良治　氏
社団法人　全国軽自動車協会連合会京都府事務取扱所
任　　期　平成24年４月19日～平成26年３月31日

互選議員　田中　忠司　氏
株式会社　スズキ自販京都
就任期間　平成16年９月１日～平成24年６月30日
長年にわたり、組合運営にご尽力頂き厚くお礼申し上げます。

互選議員　方山　強　氏
株式会社　スズキ自販京都
任　　期　平成24年７月20日～平成26年３月31日

事業所名　ＵＤトラックスジャパン株式会社
削除年月日　平成24年４月１日

下記の方が当健康保険組合の議員を退任されました。

下記の方が当健康保険組合の議員に就任されました。

当健康保険組合の設立事業所より削除されました。


